
入札談合等関与行為防止法（官製談合防止法）の改正概要

１．発注機関職員に対する刑罰規定の創設

発注機関職員が、発注機関が入札により行う契約の締結に関し、その職務に反し、談合を唆すこと、予定価格その他の入札に関する

秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札の公正を害すべき行為を行ったときは、５年以下の懲役又は２５０万円以下の

罰金に処する刑罰規定が創設された。

２．「入札談合等関与行為」の範囲の拡大

入札談合等関与行為に該当する行為として、現行の３類型に加えて、特定の入札談合等に関し、事業者等の明示又は黙示の依頼を

受け、又はこれらの者に自ら働きかけ、当該入札談合等を容易にする目的で、職務に反し、入札に参加する者として特定の者を指名し、

又はその他の方法により、入札談合等を幇助することが追加された。

３．法適用対象となる発注機関の範囲の拡大

法適用対象となる特定法人に、国又は地方公共団体が法律により、常時、発行済株式総数又は総株主の議決権の３分の１以上に当

たる株式の保有を義務付けられている株式会社（政令で定めるものを除く。）が追加された。

４．損害賠償及び職員の懲戒事由に係る調査結果の公表の義務付け

各省各庁の長等は、入札談合等関与行為による国等の損害の有無についての調査、入札談合等関与行為を行った職員の賠償責任

の有無等の調査及び入札談合等関与行為を行った職員に係る懲戒事由の調査について、それぞれの調査結果の公表義務が定めら

れた。

５．題名及び趣旨規定の改正

職員による入札等の公正を害すべき行為について処罰する刑罰規定を創設することに伴い、題名を「入札談合等関与行為の排除及

び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」とし、趣旨規定が改正された。
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